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福祉国家財政再編期の公的年金制度改革
― 英 ・ 瑞 ・ 日 ―
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Abstract

Sineethe199Os.manydevelopedcountries.Conrrontedwithtl-eglobalizllt･ionof-their

econo111iesandagingpopulとItions,areflaeingbigproblemswhichrequirereorgi111izationorthe

welfilt'eState. Thesedays,pensionrefbr111ShilVebe川 earl.iLldotlttOraisethesustainability

oftl-epensionpolicyinFJurOPeaneOuntriLISI Japこ1nWillbecomeset-iousagingsocietyillthe

nearfuture. lnJapan,aptlblicpensionreformwasCarriedoutin2004l Howe､･･er.illotot'

prob】elnSthiltllaVenotbeensolvedstilllitlger. Tllereftol-C.itisimponanttoconril1111lnd

ComparetlleilllPr0､･･edpointofpension reforminotl-erLIOIJntries. Yet.itisalsoimportantto

al一alyzenotonlythecomparisonbutalsointernationalstatisties･

ThispaperaimistoclarifyttledifreI-elleeSOl､publicPensionsyste｡lSbet､､･'eenEngland.

SwedenandJapan.
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はじ9)に

21世紀に入 り､先進諸国の多 くは経済 の グ ローバル化､入 門の少子 ｡高齢化等を抱 えて､福

祉国家の再構築 とい う大きな課題に直面 してい る｡ 欧州各国では､年金制度の持続可能性を高

め､制度の効用を最大化するために大きな改革 が実施 されている｡先進国の甲で もっとも深刻

な少子･高齢社会を迎える日本にとって､他の先進諸国の取 り組みは大変興味深いものである｡

本稿では､イギ リスとスウェーデンの取 り組みを検証し､先進各国の社会保障費の動きを参

考にしながら､イギリス･スウェーデンの公的年金制度と日本のそれとの違いを明 らかにする｡

l 福祉先進国の取り組み -イギリスとスウェーデンー

日本と同 じ二階建て制度を採用 していたイギ リス (以 卜､英 と表記) とスウェーデン (同､

瑞)は､それぞれ特徴ある年金制度の改革を実施 している｡
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l. イギiJスの年金制 度

英は世界に先駆けて公的年金をス リム化 (縮小化)するための改革を実施 してきたO

(1)イギ リスの公的年金制度の概要

英の公的年金制度の始ま りは､ペ グァリッジ報告巨日 1942年)がまとめられたことを受けて

成立 した国民年金法 (NationaHnsuranceAe日 946)で､これにより ｢均一拠狂い 均-給付｣の

老齢年金が始まった 拍口藤 20鵬 :322)0

20豆0年現在､英の公的年金制度の体系は 日本 とよく似た二階建て構造になっている｡一階部

分の ｢基礎年金｣は針済業者 と被用者､二階部分の ｢付加年金｣ (報酬比例年金 〔sERPS〕書国

家第二年金 〔Sは紐SecondPension:SSP])は公務員を含む被用者に加入が義務付けられている｡

さらに､私的年金 (企業年金 ･個人年金)が三階部分を構成するO ただ し､一定基準を満 た す

私 的年金 に加入 してい る被用者 には､付加年金- の加入 が免 除 され る ｢適用除外制度

(contractiT3gOui)｣が設けられている (藤森 2006)O

(2)イギ リスの年金制度の特徴

(手国民保険制度の中の公的年金制度

英における年金制度とは､年金を中心として失業､業務上災害等の給付を行 う総合的な保険

制度である ｢国民保険制度｣佃ationa量Insuyanee)a)ことを指す (武内 2006:34)｡英の社会保

険制度は 日本や大陸諸国とは異な り､職域別に並立する制度ではなく全国民を対象 とした国民

保険制度で運営されているo Lた が っ て ､ 田本のような ｢国民年金保険料｣とい った年金制度

独 自の保険料は存在せず､拠出 と 給 付 の 関 係 は明確 とはいえない 持し谷 2009:15-16)O

②低い給付水準

経済協力開発機構 (OrganizationforEconomicCooperaiionandDevel叩ment:OECD)の報告書

によれば､税金および保険料を支払 った後の純所得代替率 (男性)は､フランス (以下､仏 と

表記)-65.7%､瑞-64.1%､ ドイツ (同､独)-61.3%､英-40.9%と､英は欧州諸国の中で最

も低い(OECD2009:121) Q 英の公的年金は､高齢者を貧困から救済するための制度 として創

設されたため､その給付水 準 は 最 低限度の生活を支えるナショナル ミニマムでよいと考えられ

た｡ これに対 して大陸欧 州 諸 国では､高齢者の生活が現役時代か ら激変 しないことを目的 とし

ているので､給付水準は高めに設定 されている (藤森 2006)｡

(3)年金改革の歴史

英の年金制度改革は政権交代 との関わ りが非常に大きい｡旧労働党2)政権時代には､ ｢大き

な政府｣の政治理念のもと､政府は公的社会保障を充実させていったoサ ッチャ-保守政権に

交代すると､一転 して ｢小 さな政府｣の理念のもとで､社会福祉分野においても､政府は最小

限の関わ りに終始するo その後ブ レア労働党新政権の誕生は ｢第 三の道｣ と呼ばれる､これま

でにない新たな風を巻き起 こした く青木 2003)0

(訂公的年金整備期 (旧労働党政権時代 :～1970年代)
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1970年代以前の旧労働党政権では､｢大きな政府｣ によって ｢高福祉 ･高負担政策｣ が推 し

進められ､付加年金の SER.PSの導入 日975年)等 ､ 公的年金制度も整備 されていった｡

②公的年金縮小期 (保守党政権時代 :1980-1990年代)

及979年､サ ッチャ-保守党-政権が交代すると､社会保障に関する大々的な改革が行なわれ

た (嵩 2006:旦23)O高齢化や経済不況により危機的状況となっていた福祉国家財政を建て直す

ため､｢小さな政府｣-と大きく政策基調の転換が図られた (樫原 2001:旦15)｡公的年金分野

では給付水準の引き下げ､適用除外制度の個人年金-の拡大3㌔ 二階部分の年金の民営化の促

進4)等､公的年金縮小化に向けた改革がいち早く実施 されていった (嵩 2006:123-i26)｡公的

年金-の取 り組みにより､国家収入関連年金の実質水準は約 3分の 2に縮小し(井上2004:射､

将来的な公的年金財政上の問題を回避することに成功したという見方もある-ガで､低所得者

や女性等､年金が不十分なもの-の対応が強く求められるようになっていく 摘~森 2約6:22)O

③ ｢第三の道｣(労働党政権時代 :1997年～2007年)

1997年の総選挙で勝利 したブ レア新政権の政策 は､｢条件整備型国家｣を目指す ｢第三の遺5)｣

と呼ばれる (青木 2003)o公的年金制度改革では､低年金者に嵐 産を置くとともに､中高所得

者には私的年金-の加入を奨励す る､次のよ うな取 り組みを実施 した｡

･最低所得保障 (Minimum IncomeGuarantee:MlG)の導入

年金受給額が著 しく低い高齢者のために､税 を財源 に した ｢最低所得保障｣(Minimum王ncome

Guarantee)を導入 し給付の改善を図った｡

･国家第二年金の創設

給付水準が低い等､不満の多かった国家所得比例年金 (SERFS)を国家第二年金 (StateSecorld

pens五m.IS2P)と改称 併改変した｡低所得者層には現状の 2倍以上の給付水 準 を与え､甲高所得

者層には支給率を半分にして私的年金-誘導することを目的としている｡

･ステークホルダー年金制度の創設

確定拠出制の新たな枠組みを持つ新型私的 年 金 として､中所得以上 の 被用者を私的年金に誘

導することを目的に ｢ステ-タホルダー年金6)｣が導入 された｡

(4)残された課題

英は､二階建て構造の賦課方式 という制度体系を維持 しなが ら､他国に先駆けて公的年金の

スリム化を推 し進めてきた｡ブレア政権にな り低所得高齢者の給付水準は向上 したものの､依

無としていくつかの課題が顕在化 している.私的年金の比重を高めた多くの高齢者の生活が､

2001年以降の株式市場の低迷等により不安定になった7)こと､中所得者層を中心として自主的

に私的年金に加入する動きがまだまだ弱い事等が挙げられる｡低中所得者の公的年金の給付水

準の改善に十分な効果が現れないこと､彼 らの貯蓄や年金積立金が不足 していることも指摘 さ

れている (坂 口 2009:159)｡藤森 (200釦 は過度にスリム化させることの危険性を指摘するO

賦課方式で運営する公的年金は少子･高齢化に脆弱であるが､変化のスピー ドは緩やかであるo
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一方､私的年金は物価や金融市場 とい っ た経 済変動に左右されやす くスピー ドも早い｡老後 生

活の安定を考えるときには､公的年金 と私的年金のリスクの違いを考慮 して､変動幅の小 さい

公的年金を柱にしながら､私的年金を組み合わせることが必要性だと説いているO

I. スウェー-デンの烹金利,i

瑞では 1999年に公的年金制度の改正が行わ れ ､従 来 の ｢確 定 給 付方式｣から ｢確定拠出方式 ｣

-と l80度の大転換が図られた｡

(1)スウェーデンの公的年金制度の概要

瑞の公的年金は､苛962年U)国民保険法(NationaHnsuraneeAet)㌔1998年の所得比例年魔法(Act

onEaming-r鮎もedoldAgePension)､保証年金法 (GuranteedPensionAet)がその土台となってい

る｡ 改正前は ｢確定給付瑚 彦正賦課方式8)｣による定額の国民基礎年金と報酬比例の国民付加

年金からなる二階建ての体系であった｡三階部分の企業年金として協約年金 を職種別の企業を

横断 した経営者団体と労働同体との協約による企業年金)と企業毎の企業内年金があった｡ し

か し ｢確定給付の修正賦課方式｣では､高齢化の進展による給付増を賄 うには保険料率の引き

上げが必要となる｡旦990年代初めに年金財政の持続可能性が問題になった際､年金給付費を増

太させる給付水準の高さやFF欄 J度にUb3在する諸問題等が指摘され､制度の見直しが決定したo

i999年改革では､それまでの二階建て体系を-階建てに再 編 成 し ､賦課方式による概念上の

｢(みなし)確定拠出年金制度｣が採用 された｡新制度は拠 出 と 給 付 の結びつきが非常に強く､

年金給付が経済成長率や寿命に連動 して調整 される仕組みが 組 み 込 ま れ て いる等､世代間格差

や年金財政の健全化に対 して示唆に富む制度であると評価 さ れ て い る (宮 里 2005:85)｡

(2)スウェーデンの年金制度の特徴

jrl社会保険料と税の-括徴収

瑞 の年金制度は社会保険方式ではあるものの､保険料の徴 収 は 税 務 担 当 部 署が税 と一括して

徴 収 してお り､基本的には保険料の未納問題は発生 していない (太 島 2005 : 2 摘 ) ｡ また､夫

婦 で あって も個人に注 目した保険料負担の仕組みであり､E3本の第 3 号 被 保 険 者 問 題などがな

い (小 谷 2006ニ69)｡さらに､間接的な効果 として小谷 寝相6) は 次 の 点 を 挙 げ ている｡所得

比 例 制 度は､自営業者などにおける所得隠しを減少させている｡ 国 民 総番号制 に よりきちんと

管理 されている所得比例制度では,年金受給額が 低 い ことはある種のステ-タス が 低 い のと同

等で､むしろ自らが所得のあることを示すインセンティブになっている｡

② ｢高負担 ･高福祉｣政策

瑞は ｢高負担 ･高福祉｣の国といわれている｡財務省 は010)が公表 している2007年の国民

負担率は､アメリカ (以下､兼 と表記)-34.9%､菜-48.3%､独-52.4%､仏-61.2%､瑞-糾.8%

と､欧米諸国のなかで最も高いO福祉の度合いを年金給付額の純所得代替率 (oECD2粥9)で

みると､瑞は64.1%で仏の 65.7%に及ばないが､それでも世界で最高のグループに属 している｡
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(3)年金制度改革の背景

瑞において年金改革が実施 されるに至った背景 として､特に以下の点が重要である｡

①年金給付費の拡大と負担の増大

瑞では､すでに 1950年時点で 65歳以上人 口の割合が 10%を超えるなど､他の先進諸国 と比

較 して早い時期から高齢化が進行 し､年金給付費も徐々に増加 していつ藍o1990年代に入ると､

予想以上の出生率低下により高齢化のス ピー ドが速まるとの予測か ら､年金給付費のさらなる

拡大が見込まれた｡一方で､年金生活者 1人を支える勤労者数は､2002年の 3.3人か ら 2025

年には 2.4人-減少すると予測 され､i人当た りに掛かる負担がよ机瞥加 して しま うことが危

恨 されたL/)である (小谷2006:6ユーt'3)し､

②経済の低迷

瑞経済は 1991年か ら3年連続 してマイナス成長を経験 した｡急激な国内の経済悪化は退職者

を増加 させ､大幅な税収の落ち込みと社会保障支出の増加 をもた らしたO この 2重の打撃が年

金システムを直撃 した｡このまま低成長が続 くと年金の給付水準を維持す るために保険料の大

幅な上昇が必要 となるが､すでに国民負担率が世界最高水準 となっている瑞において､更なる

負 担 増 を国民に求めることは極めて困難な状況 となっていた｡瑞経済の先行きに対する不安が

高 ま る と 同時に､年金制度の将来に対する危機意識 も相当に高まった 摘､谷 2006:62-63)0

③ 年金額計算上の不公平

国民の間に､ ｢15年ル-ル9)｣や ｢30年ル-ル岬｣に対する不満が煉っていた (石橋 2010:

2)o 生涯に獲得 した所得総額が同一の場合でも､個々人によって年金額に大きな開きが生ずる

｢ま5年ル-ル ｣や､年金保険料を多く拠出 しても老齢年金額が増えない ｢30年ル-ル｣を廃止

して､公的年金制度の改革を求める声が国民多数派の声 となっていた0

(4)スウェーデンの新年金制度

(手確定給付制度から確定拠出制度へ

従来の ｢確定給付の修正賦課方式｣ か ら ｢確定拠出制度｣- と転換 された｡新制度は所得比

例年金 揉盈mi ng戒elatedPension) と､低年金 ･無年金者に対す る最低保証年金 滝uaranteed

p紺S豆on) とを組み合わせた体系に 再 編 された｡所得比例部分は拠出 した額 と完全にリンク 日

射 l対応)する形で給 付 が 行 わ れ る の に対 し､最低保証年金は所得比例部分だけでは年金額が

少ない人のための補 填 的 年 金 で ､その財源は税で賄われる｡

②二階建てか ら一 階 建 て へ

基礎年金 と所得比例年金から構成 される二階建ての体系は､一階建ての所得比例年金-原則
として-元化 されたO年金額の不公平が生 じていた ｢及5年ル-ル｣と ｢30年ル-ル｣は廃止さ
れ､現役時代を通 じて保険料の拠出総額が多いほど年金総額が多くなる仕組みになった｡

③賦課方式と積立方式の併用

新たな所得比例年金は､賦課方式で運営 される概念上の確定拠出年金制度 猶otまonalDe爵ned
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contribution:NDC) と､梢 立方式 で運 営 され てい るプ レ ミアム半金… (prLlmiumPLllSionlL'1二

つの部分からなるo保険料率は将来 にわた り 摘.5% (総所得 に対する保険料率ではなく､総所

得か ら本人負担分年金保険料を控除 した額 に対す る保 険料率)で固定12)され､老後の年金額 は

実際に積み立て られた保険料総額 と運用利 回 りの合 計額に基づき､保険数理的に算定される｡

耳1自動均衡機能の導入

NDCには､少子化等の社会経済の変動に応 じて年金財政が債務超過に陥った場合に､政 治 的

決 定 を待 たずに調整が行 えるよ う､給付が 自動的に調整 され る自動均衡機能13日 Aulo m a tic

BalanceMechanism)が導入 された｡

⑤就労促進的な支給開始制度

新制度では一般的な支給開始年齢は設け られてお らず､61歳以降いつか らでも受給開始でき

る｡確定拠出制度のもとでは､支給開始年齢に関わ らず本人の年金支給総額は同 じ (高い年齢

で開始す るほど ｢除数14㌔ が小 さくな り､年金月額が大きくなる)であ り､また開始年齢を遅

らせて､その間就労 して保険料を納付すればその実績が年金総額に反映 され るため､高齢者に

対 して就労促進的になっている (瑞大蔵省 .社会省 2001:12)0

また､新制度-の移行にあたっては､20年をかけて段階的に旧制度か ら新制度-切 り替える

など､長い移行期問を設定 している (財務総合政策研究所 2006:820)O

瑞U)新制度は､理想の年金制度 として陛界的な評価を受けているが問題点も指摘されてい る｡

年金の支給額は生まれた年毎に算定 され る引退時の平均余命が反映されるため､平均寿命が延

びる若い世代ほど受給できる年金額は低 下する｡ したがって､将来の受給者が現在 と同じレベ

ルの給付を受けるためには､より長い期間労働に従事 しなければならない｡

Ⅱ OECD社会支出からの考察

日本の公的年金制度を考察するには､現在の状況を客観的に判断することも重要である｡

1. 社会保障給付費 と社会支出

日本を含めた多くの国々では､高齢化に伴う財政支出の内訳の中で､特に社会保障関連の支

出増加が見込まれている｡ 日本の社会保障全体の財政は ｢社会保障給付費｣を用いて表現 され

(片山 2008:74-75)､2007年度の社会保障給付費は対国民所得比で 38.9%と報告 されている

(国立 8人 E32010)｡ 社会保障給付費の範囲は国際労働機関 (Iritemationa豆LabouTOrganizat毒on:

ILO)の基準15)に基づいてお り､その具体的な給付対象は､老齢､遺族､障害､労働災害､保

健医療､家族､失業､住宅､生活保護その他､である｡

社会保障分野に特化 した国際的な統計 としては､ILOの社会保障給付費統計 (CostofSocial

secu癖 =〔OSS)の他に､OECDの社会支出統計 (socialExpenditure:SOCX16))､欧州連合統
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計局 (EUROSTAT)の社会保護統計 押heEtir画anSysもemof‡ntegratedSocialProteeも豆onStat如意es:

FJSSPROS)浴.ある 什車1二･人【1コ()08:96ト､

社会保障給付費は 1949年か ら調査 ･公表 されてお り､社会保障 を給付 ･財源 の両面か ら国際

比較できる基本資料 となっていたo Lか し､1996年分以降のデー タがないため､2010年現在､

mOの統計を用いての最新の国際比較は出来ない状況になっている｡

比O の基準とは範囲が異なるが､OECD も ｢社会支出盲7)) とい う 概念に基づいて社会保障に

関する統計を公表 しているo社会支出は､社会保障給付費に比べて範囲が広い事な どか ら､そ

の規模は 王LOの社会保障給付費 よ りも大きくなる傾 向にあること､また社会支出には財源 に関

するデータがないこと等の違いはあるが､給付面においては幅広い先進諸国間での比較が可能

である (片山 コO()R:76-77)､､

欧州連合 はuyopeamUnion:EU)は ｢社会保護費18)｣ とい う概念 を用いて､加盟諸国のデ-

タを公表 しているO社会保護費は財飯南のデータも提供 してお り､給付 ･財源の両面で比較可

能であるが､日本や北米諸国を含まないため国際的な比較には利用 しにくい とい う欠点があるO

近年 田本で報告 されている社会保障給付費に関する国際比較の統 計 では､OECDの SOCXを

使用す るものが多い19)｡また､元デ-タである OECD So蕗 1Expendittm Databaseの 2010年版

が公開 され､2007年時点の国際比較が可能である｡以上のことか ら､今回は OECDの社会支出

を用いて国際比較を行 うこととす る｡

2. 0ECDの社会支出統計による国際比較

日本 と先進 5か国 (米､英､狼､仏､瑞)について､社会支出の国際比較を行 うo

(1)高齢者人口比率 と社会支出の推移

まず､65歳以上入 口比率 (図 1) と各国の社会支出 (対 GDP比)の推移 (図 2)をみる065

歳以 上入 口比率では 2000年以降､各国 ともに上昇傾 向を示 してお り､高齢化が進んでいること

を示 してい る｡ 日本 の上比率は著 しく､2050年 には 39.6%まで上昇す る と予測 され てい る

(OECD FACTBOOK 2010:豆7) ｡ 英では､1980年以降社会支出が上昇傾向を示 したが､1985

-1990年までは減少 している｡早 くか ら社会保障関連-の支出抑制 を推 し進め られた こと､さ

らに経済成長率 も順調な伸びを示 したが大きく反映 していると考え られ る HMF2010)0 1990

年 代以降､深刻な経済不況の影響 を受けて各国の社会支出は急連な と昇傾 闘 こ転 じているo こ

の 頃 よ り高齢化による年金給付費の増大が､将来各国の財政支出に大きな影響 を与えることが

危 慎 されるようにな り､公的年金制度の見直 しが進 め られ るようになっていったもの と推測 さ

れ る02榊0年以降でみると､ 日本､米､英の 3国では､老齢人 口比率の上昇に対応す る形で社

会支出も上昇傾 向を示 しているが､兼 と英の上昇は非常に緩やかである｡残 りの仏､狼､瑞 は

2003年頃を境に､社会支出は徐々に下降傾 向を示 しているO

日本の場合､高齢化の速度が著 しく速 く､急速に社会保障費が拡大す ることが予測 され る ニ
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とから､将来にわたって持続 可能 な公的年金制度-の再構築が喫緊の課題 となっている｡

図 1 65歳 以上人口比率の推移 (1980-2007年)
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資料 :以下の資料 を基に筆者作成｡

OECD(2010a),"SocialExpenditure:Aggregateddata,"inOECD:SocialExpenditureStatistics(database).

図 二 OECDの社会支出 (対 GDP比)の推移 (1980-2007年)
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資料 :図 1と同 じ

1995 2000 2005 2007 (午)

(2)社会支出の政策分野別 構成比の比較

2007年の社会支出をみると､日本 (19.26%)は衆 目6.50%)より太きいが､ヨーロッパ諸国

(英 :21.32%､独 :26.24%､仏 :2呂.75%､瑞 :27.70%)に比べると小 さい (表 日 ｡

表か ら分かることは､どの園でも社会支出の約 30-50%を年金が責めていること､社会支出

総額の対 GDP比が大きい国が必ず しも年金給付の割合が大きいわけではないことである(勝又
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2003:40)｡ 社 会支 出を政策分野別 でみ る と､ ｢高齢 ｣ の値 は ､社会支出の合 計値 が 大 きい仏

は大 き く､合計値 の小 さい米は小 さい｡65歳以上人 口の比率が一番高い 日本 は､社 会 支 出の 内

の約 半分が ｢高齢｣で､約 3割 が ｢保健｣､残 りの約 2割 がそれ 以 外 の内容 であるO 日本 を除

いた他の国では､ ｢高齢｣ と ｢保健 ｣ と ｢高齢 と保健以外｣ が 3割 程度ずつで あ る｡ 高齢 化 が

徐々に進行す る傾 向にあるに もかかわ らず ､社会支 出に 占める ｢高齢｣の割合 が 3割 程 度 に抑

え られてい る とい う点が 日本 とは太 きく異な る｡

表 1 政策分野別社会支出 (対GDP比)の国際比較 (2007年)

(単位 :%)

65歳以上人日比∴ 高齢 遺族 障賓業務災害傷病 保健 家族 積 極 的労 働 政 策 失業 住宅 生活保護その他 殻二会支出合計

日本 21.5 9_17 1_30 0.96 6.30 0.79 0.16 0.31 O.コ6 19ー26

(47.6) 絡.7) (5.0) (32ー7) 日.i) 軋8) (1ー6) (1.4) (100.0)

アメリカ 12,6 530 0.70 1,47 7.38 0.66 0.ll 0.33 0.55 16.50

(32.1) (4.2) (8.9) 拍4.7) (4.0) (0.7) (2.0) (3.3) (loo.0)

イギリス 16.0 634 0.i.I 2.17 6.84 3.24 0.32 0.39 1.43 0,17 21.32

豆9.7ー (0.7) くH.6) (32.且.) (15.コ) (1.5) H.8) (6.7) 紬,8) ‖OO.0)

フランス 16.5 日.16 1.85 1.90 7.4.9 3.00 0.90 1.36 0.76 0.1f) 28.75

持8.8) (6.4) (6.6) (26.0) (10.4) (3,1) 日.7) (2.6) (Ⅰ.ご) (loo.0)

ドイツ 19.9 8.65 2.06 2.92 7.85 1.88 0.72 1.38 0.61 0.17 26.2 4

持3.0) (7.9) (ll.1) (29-9) (7.2) (2.8) (5.3) (2.3) (0.6) (100.0)

スウェーデ' 17.4 8.98 0.54 5.41 6.58 3_35 i.10 0.67 0.47 0.59 27.70

(32,4) (1.9) (19.5) (23_7) (1ユ1) (4.0) (2A) (1_7) (2_1) (100.0)

荏 : 日 内は構成割合 (単位 :%)O

資料 :以下の資料を基に､筆者作成｡

OECDt201Oa),HSoCialExpmditure:Aggregateddata''､jnOECD:S()(･tlLI/E,117LlltElitLt/.i,SlttIiLYliLILヾtdatabasel.

OECD(2010b),OECDFACTBOOK2010,p17.

3. OECDの社会支出統計による年金の比較

社会支出の甲の公的年金給付に つ い て比較す るO 社 会支 出の内訳の詳細 については､2005年

が 直近のデー タ となってい るので今回はそのデー タを用いてい るo

(1)老齢年金の割合

年金の給付水準 をみ るために､ ｢高齢｣に属する年金 と早期退職年金､ ｢遺族｣に属する遺

族年金､ ｢障害 ･業務災害 6傷病jに属する障害年金､ ｢積極 的労働政策Jに属する ｢労働市

場の原因による早期退職給付｣ を抜 き出 して合算 したのが ｢年金合計｣である (衷 封 ｡ 日本

の ｢老齢年金｣にあた る ｢高齢｣に属す る年金の割合を示 した ものが ｢年金 (高齢 )｣である｡

日本 と狐は急速 な高齢化の進行 を反映 して 2000年以降 も年 々その割合が増加 してい る｡米 と仏

では ｢高齢｣の静j合は 3/-4割であるが､ ｢ 高齢｣にお ける ｢老齢年金｣の割 合 が非常に大 きい

のが 特 徴で､今後 も社会支出全体の推 移 と ともに徐 々に増加す ると思われ る｡
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表コ 社会支出に占める年金 (対 GDP比)の国際比較 (2000-2005年)

(単位 :%)

2000 200i 2002 2003 200zl 2005

日香 社会支出合計 i7,24 i8.2旦 ま8.ラo i8.84 ほ一8且 19.12 (100.0%)

年金合計 乱は 8.60 t1.00 9.18 9,2ユ 9.41 (4942%)

高齢 (社会支出) 7.45 駄OO 8.55 8.72 8.79 臥97 招6.9%)

年金 (高齢) 6.62 6,99 7.35 7卑53. 7ー5ji 7.72 (40.鴇%)

< 高 齢 のq:.I-食/年金> く88.9%〉 <87.4%> 〈88.9%> <86一2%> <85.8%> く86.1%〉

アメリカ 社 会支出 合 計 1∠量.85 15,67 16.26 16,35 16.25 呈6,17 (loo.0%)

年金合計 6A9 6.69 6.77 6.75 6,72 6,70 (41.4%)

高齢(社会支出) 5.08 5.且頚 5.28 5∴うl 5.27 5.25 (32.5%)

年金 摘i齢) 4,98 5.05 5.一.8 5.21 5.18 5.16 (3l.,9%)

く接着;齢の年金/年金> <98.1%〉 く98.3%> <98.2%〉 く98.2%> く98.2%〉 く983%)

イギリ潔 社会支出合計 19.30 20.06 2〔一.13 20.60 2且,25 21.38 (loo.0%)

年金合計 6,59 6.70 6.69 6.59 6,58 6.54 持0.6%)

高齢(社会支出) 5.90 6.10 6,17 6.21 ド.1 6.48 (30.3%)

年金 (高齢) 4..44 4.60 4.64 4.62 4.63 4.65 (21.7%)

<高齢の年金/年金> <75.且%〉 く75.4%〉 く75.2%> <74.4%) <72.3%> く71.7%〉

フランス 社会支出合計 28.00 28.05 2臥73 29.29 29.40 29.32 (100,0%)

年金合計 13.68 13.68 13.85 i4.09 ll.lT 旦4.26 (48.6%)

高齢 (社会支出J) 10.58 10.63 10,51 10ー66 10.82 息0.96 (37.J3%)

年金摘;蘇) 10.17 10.22 9.98 10ー09 1り.18 ほ_32 (35.2%)

く高齢の 鮮 魚 //鞍食> く96.2%) <96.1%) <95.0%> <94.6%〉 <94.呈%> く94.1%〉

年金合計 ll.トド t∴01 i2.24 12.38 l2.34 i2_30 (43.後%)

高齢用二窯支出J) 8.78 臥92 9.12 9.28 9.25 9.23 (32.5%)

年金(高齢) 7.80 7.95 8.15 8∴弓4 8.34 8.37 (29.5%)

く高齢の年金/′年金〉 〈88.9%> く89.2%〉 く89.4%〉 く89,8%〉 く90.3%) く90.7%>

スウコ二≡∵ン 社会支出合計 28.97 29.27 29.90 30,67 30.05 30.67 (100.0%)

寧愈合計 9.35 9.29 9.42 10.05 10.02 iO.28 (34.8%)

高齢(社会支出) 9.08 9.10 9.24 9.79 9.61 9◆4絹 は2.0%)

年金(高齢) 6.56 6.50 6.57 7.02 6.92 6.80 (23.0%)

注 :1)年金合計は､ ｢高齢｣に属する年金 と早期退職年金､ ｢遺族｣に属す る遺族年金､ ｢障害 書業務

災害 ･傷病｣に属する障害年金､ ｢積極的労働政策｣に属する ｢労働市場の原因による早期退職給

付｣を合算 したもの (対 GDP比)0

2)高齢 撒二会支出)は､社会支出の政策部門別 での高齢 (対 GDP比) 0

3) 日 内は社会支出全体に占める構成割合 (単位 :鶴)T,

4) <>内は年金全体に占める高齢 く政策分野別)の年金の割合 (単位 :%)｡

資料 :以下の資料を基に筆者作成o

OEClM2010a)了'SocialExpenditure:Aggregateddata,"主r1OECD:SocialExpenditureStatistics(database).

他 国 に先駆けて年 金制度改革に取 り組んできた英 は 4.6%前後と､他の国 々に比べて低い値で

緩や か に推移 してお り､今後もこの傾向は維持 されていくと予想 される｡ 瑞は 2003年に7%を

超 えた ものの､その後は徐府に低下傾向にあり､社会支出全体も低下傾向にあることから､高

齢 分野 における年金の割合は今後 さらに低 下していくことと推測されるO
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(2)公的年金の縮小と私的年金の拡大

先進各国は､少子 ｡高齢化や経済成長の鈍化を受けて､税や社会保障負担を増や さずに､年

金制度の持続可能性を確保する方法を模索 している｡各国の年金制度改革に共通するのは､公

的年金のス リム化 とともに私的年金を推進する動きである｡0ECDが発表 した ｢2005年 の公的

および私的年金支出の割合 (対 GDP比)期｣を参考資料 として紹介する (図 3､表 3)0

表 3 公的および私的年金支出 (対GDP比)

(単位 :%)

公的年金 私的年金

1990 i995 2000 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

日本 4.0 5_1 6.2 6.9 7.1 7.2 7.4

アメリカ 5.1 5.3 5か議. 5.3 5.3 5.3 5.3 3,0 2_8 2.9 2.9 3.1 3.3

イギリス 4.▲6 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5,5 3.0 2.9 2.8 3.0 3.且 2.8 2.9

フランス 9.0 10.4 10.3 10,2 日).3 10.4 10,6

ドイツ 0.1 日一.0 10.5 10.O lLO ll.0 11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.i

資料 :OECD (2010b),OECDFACTBOOK2010,p205.

原資料 :OECD,HSocialExpenditure:Aggregateddata,"inOECD:SocialExpenditureStatistics(database),

OECDPensionStatistics.

図 3 公的および私的年金支出 (対 GDP比) (2005年)
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資料 :表 3と同じO

スウェ-デン アメリカ イギリス ドイツ

英では､公的年金の範囲を小 さくして私的年金-誘導す る方向で年金制度改革を進めてお り､

2005年 には年金給付額の約 4割が私的年金であるO仏でも 2003年に､積立型の新 しい 2つの

私的年金制度 (個人年金貯蓄制度 〔pERP〕､団体年金貯蓄制度 〔pERCO〕)が導入 され､公

的年金の後退 と同時に民営化の方向が鮮明にされている (岡 2005:21)が､今回の資料で はデ
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一夕が存在 していない｡強でも200i年に公的年金の役割がス リム化 され､企業年金 8個人年金

のウェイ トを高めることを目指 して リースター年金21)が導入 されてい るo

各国の政策分野別社会支出の構成割合は､2榊5-2007年のデータにおいては､際立って太き

な変動 もないことから､2008-2009年までは同 じ傾向が続 くと考えられる｡したがって､政策

別社会支出の ｢高齢｣に占める年金 (｢老齢年金｣)の欝j合 も減少するが､その減少分につい

て､私的年金を利用 して補填 しているとい う状況がこれ らの結果から明らかである｡

∴. GDPの減少と社会支出の血き

6か園の GDP推移 く図 4)を見ると､1990年以降 2008年までほ､ともに緩やかな増大傾向

を示 しているoLか し､2008年に起きた､米の リーマンショックに鴎を発 した金融不況の影響

を受けて､2醐9年には各国 ともに減少に転 じている｡GDPの推移 とOECDの社会支出 (対 GDP

比)の推移から､次のことが導き出せる｡

図 4 各国のGDP推移 (1990-2009年)
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資料 :OECD(2010線 OECDNationalAcountStaticiics(database)

瑞､狼､仏の社 会支出 (対 GDP比)は､既に 2003年頃か ら減少- と転 じてお り､2008年以

降はさらに減少することが予測 されるo また､日本､英､米の社会支出 (対 GDP比)は､2007

年までは極めて緩やかな上昇傾向を示 してい るが､GDPの減少の影響を受けて､2008年以降は

やは り減少に向か うと思われる｡ 以 上のことより､世界で最も高齢化が進展 し､年金給付費を

含む高齢者-の支出が拡大することがすると予測される日本を除いた 5か国においては､今後､

社会支出 (対 GDP)は徐々に縮小傾向-向か うことが推測 される｡
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m 1980年代以降の 日太の公的年令制度

1. 公的年金制度縮減再編期

高度経済成長に支えられた 1960-70年代を ｢公約年金制度拡充期｣ とするならば､1980年

代以降は ｢公的年金制度縮減再編期｣ として時期区分することができるであろ うO

(1)年金制度縮小の背景

①行財政政策の転換

旦973年の石油ショック以降､世界的な経済不況等の影響を受けて､日本経済の高度成長は完

全 に 破綻 した (柴田 豆990:443)｡減少 した税収を補 うために発行 された国債の累積額は約 38

兆円 (建設国債 と赤字国債)(1981年末)にまで膨 らんだ (室井･中山書丸山 1982:42)｡赤字の

国家財政を建て直 しのため､ 日本の財政政策は ｢大きな政府｣か ら ｢小 さな政府｣- と大きく

方向転換 され､社会保障政策においても歳出の削減 ･合理化が進められたo

②社会的背景

1980年代に入ると､予想を上回る少子 ･高齢化の進展が年金財政に大きな影響を及ぼす こと

が明らかとな り､｢少子 ･高齢化｣は社会問題 として緊急の対応を求められるようになるO

③制度的背景

第 2次世界大戦後の高度経済成長は､産業構造や就業構造に著 しい変化をもたらした｡それ

らの変化は､特定の産業の被保険者数の減少を生 じ､年金制度の成熟化 (被保険者に対 して受

給者の割合が高まること)などによる受給者数の増加 とあいまって､産業別 8職業別に分立 し

ている日本の年金制度の財政基盤を脅か し､従来の制度分立型年金制度の維持を次第に困難に

していった (横山 ･田多 1991:300-31日｡

(2)年金制度改定 (1980-1990年代)

1980-鞘 年代にかけての年金制度は､1970年代に膨 らんだ国庫負担の軽減対策や､危機に陥

った国民年金の財政対策など､財政悪化への対応 として見直 しを余儀なくされ､制度の一元化 葡

統合化を目指す改定が考えられたO同時に､産業 ･就業構造の変化あるいはAm構造の変化に

強い年金制度に再構築するために､制度全体を一元化する方向での改定が行われたO

二. ?1世紀福豆頁の公的年金制度 12004年改定 と今後の課題-

(1)現状の問題点

日本では､国民皆年金制度がスター トしてから半世紀が経過 し､公的年金制度を取 り巻 く環

境は大きく変化 した｡特に 20世紀末以降､少子高齢化の進行､厳 しい経済情勢､それに伴 う雇

用の流動化､女性のライフスタイルの変化等の影響を受けて急速に変化 し､現行の制度では対

処 しきれないさまざまな問題が起きているO具体的には､正規雇用者 (被用者年金) と非正規

雇用者 (国民年金) との間にある負担 と給付の大きな較差問題 と､とくにライフスタイルの変
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化が著 しい女性をめぐる問題､そ して低所得 の高齢者に関係する問題については､既に紀要で

報告済みである｡

(2)2004年改定と残された課題

2004年､｢給付 と負担の見直 し｣と ｢多様な生き方､働き方に対応 した制度の導入｣とい う 2

つの項 目を柱 として､持続可能で安心の年金制度-再構築するための年金制度改定が行われ た｡

しかし､2004年改定では､職業に よ っ て 制度が分かれ､負担や給付が異なる従来の年金制度

体系に全 く事が付 け られ ず ､ま す ま す 増 加する非正規雇用者-の対応が先送 りされ て しまった｡

｢給付 と負担 の 見 直 し｣ に つ い て は従来の ｢確定給付型｣から ｢確定拠出型｣ - と､基本 的

な考え方が 180度 太 転 換 さ れ ､ 高齢化がますます進展することを踏まえれば､年 金 水 準の引 き

下げとなっている ｡

女性をめぐる検討課題であった第 3号被保険者制度の見直しや､パ- 卜等の短時間労働 者-

の厚生年金の適用拡大などはいずれも今後の検討課題 とされた｡

むすびにかえて

日本を含め先進諸国では､おもに少 f一秒高齢化の影響 に伴 う社会保障給付費の増大による財

政負担の問題を抱え､福祉国家の再構築 という太きな課題 に直面 している｡各国は､年金財政

を建て直 し､制度の持続可能性を高めるために､様々な工夫を 凝 らした年金制度改革を実施 し

ている｡｢年金給付水準の引き下げ｣と ｢負担水準の引き上げ上 ｢支給開始年齢の引上げ｣は､

すでに年金制度における世界の流れとなっている｡

本稿では､日本 と同様の二階建ての年金制度を採用 していたイギリスとスウェーデンの公的

年金制度改革を概観 した｡ さらに社会支出の分析を適 して､公的年金制度の世界的な潮流を確

認することもできたと思 うOその結果､英や瑞の公的年金制度と日本の公的年金制度 との大き

な違いは､ ｢低所得者に対する配慮｣にあることを明らかにすることができたO

〔i〕日本では同氏皆年金制度により､所得のない者も第 1号被保険者として年金制度の加入対

象 となるた蜜)､所得が相対的に低い非正規雇用者 も定額の保険料を支払わなければならない｡

英の基礎年金の場合は､-▲定の年齢以上22)の英国居住者は原則的に強制加入となっているが､

最低所得額23)に満たない被用者や､年間純利益が 5075ポン ド未満の自営業者には保険料納付の

義務はない (任意の加入は可能 〔保険料 :週 12.05ポン ド〕)(〔財〕年金 2009:69)｡瑞では､

一定額24)の 42.3%以上の所得のある者は強制加入 となっているO拠出対象者には､被用者 と自

営業者､公務員 と民間被用者 といった区別はない 往EiL､保険料の負担割合は異なる)巨財〕

年金 2009:161)｡少なくとも英 と瑞の両国では､被用者を雇用形態の違いによって区分 し､異

なる負担 と給付で取 り扱 う仕組みにはなっていないO両国の制度には､正規 ･非正規 とい う被

用者区分はなく､あるのは所得金額の違いによる区分けのみであるo
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〔2〕日本の公的年金制度では､報酬 比例 部分 は完全所得比例である｡ 第 1号被保 険者である場

合､受け取れる老齢年金は､納めた保険料に比例する再分配機能のない定額給付の老齢基礎年

金のみである｡被用者であ りなが ら第 1号被保険者 となっている者の場合には､たとえ満額受

給できたとしても､退職後の生活を年金のみで支えるのは非常に厳 しいと予想 される｡

英 と瑞では､老齢給付については低所得者に対 し手厚い給付を行な うものとなっているO英

は 日本 と同様の定額 と報酬比例の二階建てであるが､公的年金の給付水準は相対的に低い｡し

か し､報酬比例部分に着 目すると､低所得者に対 して給付が手厚 くなるように設計されている｡

国家第 2年金は､所得額に応 じて給付乗率が変更 される仕組み となってお り､所得再分配機能

が 強化 されているO瑞は報酬比例の一階建てであるが､社会保険料 で 賄 う所得比例年金 とは完

全 に切 り離 した税財源による所得保証年金制度 (GP)を設けている｡ 日本では基礎年金の 2分

の 1が､国庫負担として所得に関係なく一律に投入 されているが､瑞 では国庫負担をすべて GP

に充当することで､国庫負担の使途を低所得者への給付に特化 してい る｡

〔3〕 日本の老齢基礎年金の受給資格要件は､加入が 25年間以上 と非常に長 く､満額を受給す

るには40年間の保険料全額納付が必要で､受給資格要件の 25年が満たせずに無年金 となって

いる者は 118万 (2007年) と報告 されているO

英ではより多 くの高齢者が満額の老齢年金を受けることができるよう､基礎年金の受給資格

要件が緩和 された (2010年 4月より)O従来の受給資格年数が ｢10年以上｣か ら ｢1年以上｣

へ短縮 され､さらに満額の基礎年金を得るための受給資格年数 も､従来の男性 44年､女性 39

年から､男女 ともに 30年 とな り､基礎年金の大幅な給付拡充が図られている｡一階建ての所得

比例年金に変更 した瑞では､老後の年金額は､実際に積み立てられた保険料総額 と運用利回 り

の合計額にもとづいて算定 されるため､受給資格要件 も一般的な支給開始年齢 もなく､61歳以

降であればいつからでも受給を開始できる仕組みになっている｡

〔4〕社会保険方式を採用 している日本では､賃金水準が低い と年金水準も低 くなる｡ 女 性の場

合には､被用者年金の加入期間が相対的に短 く ､ 被周者年金適用外のパ- トタイム等も多い こ

とから､低い年金水準が問題 となっている｡

英政府は女性の低年金問題-の対応策 と し て ､公的扶助の拡充 とともに､育児 ･介護従 事 者

など-の優遇策 として ｢家庭責任保護制度25)｣が 導入 されている｡

〔5〕 日本では､生活保護を受ける高齢者世帯が､年々増加 している0

英では､低年金 ･無年金の低所得高齢者を対象に､租税財源による所得制限のみで受 給 で き

る特別な公的扶助制度が導入 されているO瑞では､生涯にわたって所得が低い､あるい は 保 険

料拠出期間が短い等の理由で年金が低 くなる者のために､やは り税財源による ｢最低保証年 金 ｣

が公的年金制度の枠内に用意 されている｡

主に欧州の先進国において最低保証年金制度の導入が進んでいる背景には､国民性を反映 し

た世帯構造の影響があると推測 される｡ 瑞 で は ､高齢者 とチ ビもの同居率はきわめて低 く､｢配
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偶者あるいはパ- トナ-｣と ｢同居人なし｣ が高齢者世帯の 9割超､菜でも9割を超えている

(内閣府 1990､2000)｡ 日本は､高齢者のいる世帯の約半数が配偶者以外の者 との同居であり､

｢家庭 内扶 養｣の環 境 が残 されていると考えることもできる｡ しかし､将来的に独居高齢者の

割合が 伸 びることが 予 想 されることから､高齢者を家族で支えることにも限界が訪れることは

必至であ り､最低保 証 年 金制度が検討されるのも時間の問題であろうO

<注>

り ｢ペ グァリッジ報凱 日 鋼2年､全国民を対象 とした､社会保険方式による総合的社会保障制度を構想
した報告書 ｢社会保険および関連サ-ビス (SocialInsuFanCeandA鼻音iedSeyviees)｣o攻撃されるべき 5つ

の巨悪 (窮乏､疾病､無知､不潔および無為)の うち窮乏 (want)に対する攻撃のための所得保障の体

系を構築するものとして､(a)基本的なニーズに対する社会保険､(也)特別なケースに対する国民扶助､

および (a)基本的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた｡そ して､社会保険は

次の 6つの原則に従 うべきこととされた｡ (a)最低生活を保障 (ナショナル ･ミニマム)するための定

額の給付､沌)定額の保険料拠出､ (a)行政費任の統---㌔ (a)適正な給付額､ (a)包括性､および (f)

被保険者の分類 (堀勝洋 1999日 31)a

2) ブ レア労働党は ｢新生労働党 くNewLabour)｣と呼ばれ､第二次世界大戦後からサッチャ-保守党政権
誕生までの､旧来の労働党 (OldLabour) とは区別されている0

3) イギリスでは､公約年金制度創設時にすでに企業年金制度が普及 してお り､--定の条件を満たす企業
年金に加入 していれば､報酬比例年金-の加入を免除する､いわゆる適用除外の制度は存在 していたが､

サ ッチャ-政権下での年金改革は､この適用除外制度を個人年金にも広げ､報酬比例年金から個人年金

に移った人に対 しては保険料を補助するとい う措置をとったため､被用者の約 6割が適用除外の対象 と

なった｡

4) 保守党政権は市場原理のもと､国家の関与を最小限にしようとい う政策を採 り､年金政策においでも

国家が関与する報酬比例年金を縮小 して､民間が運用する個人年金に移行 してもらお うと働 きかけた｡

5) これまで議論 されてきた ｢政府介入か､自由市場か｣ とい う対立図式ではなく､両者が補完関係にあ
り､時系列的にみて､旧労働党の政策を ｢第--の道上 サ ッチャ-政権をはじめとする保守政権のや り

方を ｢第二の遺｣ とし､そのどちらとも異なるとい う意味で ｢第三の遺｣と呼ばれている｡

6) ステータホルダ-年金 :年金資産の運用成績によって給付水準が決定する確定拠出型であるため､運
用の失敗は加入者が負 うとい うリスクも持っている0

7) 企業年金の給付水準の引き下げや､企業の倒産によって年金給付を受けられないとい う事態 も生 じた｡
個人年金や確定拠出企業年金では､運用利回 りの低下によって､この時期に引退 した高齢者の給付水準

が当初の予想を大幅に下回った (藤森 2006)0

8) 給柳 こ必要な費用を､現役世代の保険料負担 と一定の積立金運用収入によって賄 うことを基本 とする｡

9) ｢15年ル-刺 :生涯の うちで最も所得の大きかった 15年間を年金受給額算定のべ-スとす るとい う

ル-ル｡生涯における所得の上昇率が大きい入ほど退職世代の受け取る年金額が大きくなる｡

10) ｢30年ル-ル｣ :30年の加入で年金を満額受給できるとい うル-ルO勤労~酬 七の労働者が 30年を超
えて働いて年金保険料を拠出したとしても老齢年金額は増大 しない､ ｢早期退職促進的｣な仕組み｡

ll) プ レミアム年金部分の保険料については､個人ごとに実際に保険料が積み立てられ､市場で運営 され

るO保険料の積立 ･運用については､個人の選択により､民間の運営機関または国の年金基金において

行 う｡

12) NDC制度-の保険料は 16%､プレミアム年金への保険料は 2.5%､ ト-タルで 1臥5%0

13) 出生率低下による被保険者数の滅､積立金の利回 りの実質的減などにより年金財政が悪化 した場合に
給付額が調整 される仕組みD

i4) NDC部分の給付額を計算するために用いる変数で､平均余命 (過去 5年間の実績に基づき同-生年

グループごとに算定)を基本 として､これに仮想上の実質賃金 上昇率 (1.6%)を先取 りして一定額を積

み増すように調整 された変数 (瑞大蔵省 ･社会省 2醐 1:12)0

15) ILOの ｢社会保障給付費｣はostofSoeialSecur盲扉 の定義 :①制度の目的が､治療 もしくは予防医療

の保障､非自発的な原因いんよる所得損失-♂)所得保障又は扶養家族を有するものに対 して補足的な所
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得を保障するものであることo②法律によって定められている制度であって､その法律が､個人の特定

の権利を公約､準公的若 しくは独立の機関に帰属させていること､又は特定の責務を公的､準公約又は

独立の機関に課 していること｡③その制度が公的､準公約又は独立の機関によって管理されていること

(ただ し､労働災害保障制度については､③の条件を満たさなくても､法的に雇用者に対 して課 された

常務の実行であるので､対象に含めること)く片山2008:76)0

16) 詳細については､｢社会保障費の国際比較統計-SOCX2008ed.の解説と国際基準の動向-A(国立社会
保障 ･人 口問題研究所 企画部)(海外社会保障研究 No.165 2008)を参照のこと0

17) OECDの ｢社会支出｣くsoe豆a音Expenditure)の定義 :①制度の目的が､次の社会性作文やのいずれか

に対する給付を提供するものであること (老齢､遺族､障害 ･労災 ･傷病､保健医療､家族､積極的労

働市場政策､先業､住宅､その他の社会給付)o②上記の社会政策のための公的機関叉は民間機関によ

る､世帯及び個人に対する､公的支出と義務化 された私的支出の リスクまたはこ-ズの負担を世帯およ

び個人から取 り除くための公的機関また民間機関か 芝種類の費用を計上することQ③施設整備費なども

それぞれの給付に含まれること りhiJ2008:77)0

18) EUの ｢社会保護凱 EsocialProteGtiorほxpend加re)の定義 :①制度の目的が､次の リスクやこ-演

のいずれかに対する給付を提供するものO(保健医療､障害､老齢､遺族､家族 ･育児､失業､住宅､

他の分類に入 りない社会的疎外)②上記 リスクまたはニ-ズの負担を世帯および個人から取 り除くため

の公的機関また民間機関からのすべての介入を含むこと｡③給付として施設設備費や借入金の返済金な

どは含まないこと (片山2008:77)a

19) 具体的には､国立社会保障 ･人口問題研究所では平成 16ほ的射 年度公表資料 汗社会保障給付費｣

等)よりOECD基準による国際比較を 【付録】として公表 している｡

20) OECD世界年金統計(GPS)チ-夕べ-スから私的年金-の年金支出デ-タを､OECD社会支出(SOCK)
データベースからは公的年金支出のデータを得ることができるo Lかし､SOCXデータベースには､こ

の資料作成時点において､2005年までのデ-タしか含まれていなかった｡

2畳) 公的年金の給付削減を自助努力で補 うことを目的とする企業年金 と個人年金に任意加入の拠出立て

年金0

22) 男性 :16-64歳､女性 :16-59歳0

23) 20柑 年度 :遇 97ポン ド､約 1万 2600円､まポン ド-130円で換算 (年約 65万 6000円)

(二()ll.1.1)

24) 物価基準額 :2010年は 4万 24榊 クローネ､約 50万 8800円､1クローネ-約 12円0

25) ｢家庭粛任保護制度｣:基礎年金の満額受給要件の必要年数から育児 8介護期間を差 し引く制度｡
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